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近江八幡市立総合医療センター総合医療情報システム更新に関するコンサルティング業務 

プロポーザル審査要領 

 

近江八幡市立総合医療センター総合医療情報システム更新に関するコンサルティング業務に関する

プロポーザルの審査に関する事項を次のとおり定めます。 

 

１. 審査の対象となる事業者 

審査は、次の各号のすべてを満たす事業者を対象に行います。 

（１） 別途定める「近江八幡市立総合医療センター総合医療情報システム更新に関するコンサルテ

ィング業務公募型プロポーザル募集要領」（以下「募集要領」という）に規定する参加資格

要件を満たす参加者 

（２） 募集要領に規定する期限内に必要な書類のすべてを提出した参加者 

（３） 募集要領により、適正に書類を作成した参加者 

 

２. 審査の項目及び点数 

総合点数は３００点とし、審査項目と審査項目毎の配点は次のとおりとします。また、基準点は、

評価基準のうち、①～⑪の審査において審査員８人の合計点数が満点（300 点×8 人＝2400 点）と

した際の 65％である 1560 点とします。 

（１）事業者の運営能力・実績       （ ４５点） 

（２）基本事項の理解度          （ １５点） 

（３）企画提案内容            （１４５点） 

（４）プレゼンテーション・ヒアリング内容 （ ２５点） 

（５）見積金額              （ ７０点） 

 

３. 選定委員会 

参加者から提出された企画提案書に基づきプレゼンテーションを行う選定委員会を開催します。 

（１）日程        令和７年８月２７日（水） 

（２）場所        当院２階 第４会議室 

（３）プレゼンテーション内容等 

  ①プレゼンテーションの時間は１社３０分以内とします。 

②内容については、＜評価基準＞の項目を含めて説明してください。（説明者は最大３名） 

  ③プレゼンテーション終了後、当院からの質疑の時間を設けます。（１０分程度） 

  ④説明は原則として本提案の実担当者（委託業務実施者）が行うこととします。 

  ⑤個別の開始予定時刻は別途お知らせします。 

  ⑥プレゼンテーションに使用するＯＡ機器について、プロジェクター（ケーブル含む）、 

   スクリーン等は、当院にて準備しますが、パソコン等必要となるものは持参してください。 

（４）プレゼンテーションの順番 

  下記日程で抽選において決定しますので、ご参集ください。（１社１名で結構です） 

なお、原則的に出席を必須としますが、もし参加できない場合は当院が代理で抽選を行い決定

します。 

  日時等：令和７年８月２０日（水）１１時より当院２階 第３会議室にて 

（５）その他 

  提案書とは別に発表用資料の準備も可能としますが、企画提案書提出期限までに提案書と共に
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提出してください。期限後の提出は認めません。会社名やロゴ等の表示も行わないでください。 

 

４. 選定方法 

（１） 選定委員会では、提出された企画提案書と選定委員会によるプレゼンテーション及びヒアリ

ングに対する審査を行います。 

（２） 各委員は、プレゼンテーションと質疑の終了後、＜評価基準＞に基づいて審査を行います。 

（３） すべての参加者の審査が終了したときは、各委員の審査結果を集計後、協議により優先交渉

権者と次点者を決定します。 

（４） 審査結果は、確定後、企画提案書提出者に文書で通知します。 

（５） 審査方法及び審査内容、審査結果に対する異議は認めません。 

（６） 参加者が 1 社のみであった場合であっても評価は実施し、評価の結果において選定委員会

が定めた基準点を満たすときは当該参加者を優先交渉権者とします。また、基準に満たない

場合、又は提案者の参加がない場合は再度公募を検討します。 

＜評価基準＞ 

審査の項目 審査の視点 配点 

事業者の運営能力・実

績 

① 会社、事業のアピールポイント、会社の安定性、経営状況、本

業務に対する姿勢 

② コンサルティング業務の受託実績 

③ 個人情報保護及び機密保持に関する考え方 

４５ 

基本事項 ④ 導入費用・運用費削減を前提とした、次期総合医療情報システ

ムの方向性 
１５ 

企画提案内容 ⑤ 業務体制図、かつ業務の質を担保するための体制、作業員の人

数、及び予定されているプロジェクトマネージャー及びスタッ

フのコンサルティング活動経験（スキル）、専任・兼任の区別 

⑥ 基本計画策定業務についての具体的な進め方、考え方、アイデ

ア、ポイント等 

⑦ 医療情報システム導入支援業務についての具体的な進め方、考

え方、アイデア、ポイント等 

⑧ 医療情報システム更新費用及び更新後の運用等費用の削減に

ついてのアイデア、工夫等 

⑨ 当院と受託者との役割分担とスケジュール 

⑩ その他システム更新における留意事項、提案事項 

１４５ 

プレゼンテーショ

ン・ヒアリング内容 

⑪ 専門技術力の確認、取り組み姿勢・コミュニケーション力 ２５ 

見積金額（価格評価点

数） 

⑫ 参加者から提出された消費税込みの見積金額を以下の表に当

てはめて算出する。見積限度額を超える見積額を提示した参加

者については失格とし、その他の評価は行わない。また、見積

限度額の 80％（税込 27,280 千円)以下は、70 点とする 

なお、各審査員は算出された同じ評価点を用いるものとする。 
 

見積金額 得点 

0 円 ～ 27,280,000 円 70点 

27,280,001 円 ～ 28,985,000 円 49点 

28,985,001 円 ～ 30,690,000 円 31点 

30,690,001 円 ～ 32,395,000 円 15点 

32,395,001 円 ～ 34,100,000 円 0 点 
 

７０ 

 


